
制度名 保証料率 自己資金要件 担保 保証人 取扱金融機関

三菱UFJ・阿波・百十四・

伊予・四国・徳島大正・

香川・愛媛・高知・徳信金・

阿信金・商工中金

阿波・四国・徳島大正・徳信金

あったかビジネス

あったかビジネス（女性）

鳴門市・小松島市・阿南市・
吉野川市・阿波市・美馬市・
三好市・上勝町

上記各市町 あったかビジネス

上記各市町 あったかビジネス（女性）

スタートアップ創出促進保証
の対象となる場合

1.60

1.90

1.20

1.90

1.90

1.60

0.10

0.50

0.00

0.00

0.00

1.20

1.20～1.90 0.00～0.70

徳島県創業者無担保資金

徳島市起業家育成資金

貸付制度
（万円）

3,500

3,500

なし

※

なし

不要

不要

不要

原則
代表者のみ

原則
代表者のみ

運転6年
設備8年

10年

運転5年
設備7年

制度名

主な
必要書類

徳島県創業者無担保資金 徳島市起業家育成資金

（上記以外の制度もご利用いただける場合があります。保証協会 創業推進課までご相談ください。）

創業される際にご利用いただける制度

お申込みに必要となる書類

融資・保証につきましては、金融機関・保証協会による審査の結果、ご希望に添いかねる場合があります。
予めご了承ください。

保証協会へのお申込みついては、通常の申込書類の他に、下記の書類が必要となります。詳しくは、創業推進課までお問い合わせください。

※創業を予定されている方、または税務申告1期未終了の方は1/10以上の自己資金が必要

●これから事業を始めようと
　される方
●創業・再挑戦計画書

●スタートアップ創出促進保証をご利用の方
●所定の創業計画書

●あったかビジネス支援枠
　ご利用の方
●徳島県あったかビジネス認定書

●鳴門市・小松島市・阿南市・
　吉野川市・阿波市・美馬市・三好市・上勝町
　で新たに事業を開始する各市町民の方
●各市町の納税証明書

●事業開始5年未満の方
●県税の納税証明書

●これから事業を始めようと
　される方
●創業・再挑戦計画書
●徳島市の納税証明書

●事業開始5年未満の方
●徳島市の納税証明書

※この他、事業開始前が事業者でない確認のため源泉徴収票や所得証明書を添付いただく他、設備資金の場合には見積書や契約書など必要に応じて書類をお願いする場合があります。
※各市町の納税証明書については、創業しようとする市町外にお住まいの方は基本的に提出不要です。ただし、同市町内に住民票がなくても課税されている場合があり、その際は提出が必要となります。
　詳しくは、当協会までお問い合わせください。なお、徳島市については、市県民税・固定資産税・軽自動車税がいずれも課税されていない場合は、納税証明書に代えて市県民税の非課税証明書の提出が必要となります。

四国経済産業局　令和5年度信用保証協会中小企業・小規模事業者経営支援強化促進補助金事業

保証期間
（以内）

貸付利率
（年%）

〒770-0865 徳島市南末広町５番8-8号 徳島経済産業会館（KIZUNAプラザ）

URL : https://cgc-tokushima.or.jp   E-mail ： startup@cgc-tokushima.or.jp

Tel.088-622-0254  Fax.088-623-7632

地方創生部 創業推進課

創業のことなら、おまかせください！
あなたの“夢”を叶えるために、私たちに応援させてください!

創業計画・収支計画・創業資金などをしっかりサポート。

創業を思い立ったら、まずはご相談。あなたの不安や疑問を解決します!!

ご相談は
すべて
無料です!

創業するなら!

あ な た の 夢 、応 援 しま す !

保証協会へ



創
業
時

創
業
後

創
業
前

創業を決意してから創業するまでには、3つの段階があります。

徳島県信用保証協会では、創業を志す方の夢の実現にむけて、

創業前から“創業”に関するアイデアや不安、疑問などをお伺いし、

創業計画の作成を一からお手伝いしております。

また、創業後も3年間のフォローアップを実施しており、

あなたの“夢”が成功する可能性を高めるためのサポートを行っています。

創業の成長ステージに応じた支援の充実!

～中小企業を応援する地域密着型「総合支援機関」として～

徳島県信用保証協会の フォローアップで創業後も安心

支援ネットワークの充実
相談・支援業務を通じ、関係機関との連携・協力を図り、お客様の経
営をサポートしております。

●とくしま中小企業支援ネットワーク会議
●経営サポート会議  ●認定支援機関

創 業 支 援
創業者 保証協会

安心
2

専門家派遣事業
創業前から、そして創業後も
しっかりサポート！

当協会をご利用いただいたお客様が、事業を経営していくうえで抱える様々
な経営課題を解決するため、経営相談や経営診断、経営改善計画策定支
援、フォローアップ・モニタリングを積極的に実施しております。
※本事業は、保証協会の利用がある企業（創業者を除く）が対象となります。
　また、本事業の利用には一定の要件があるため派遣対象とならないケースがあります。

安心
1

6ヵ月
初
回
訪
問

決
算
書
提
出

決
算
書
提
出

決
算
書
提
出

1年目 2年目 3年目
3年経過後も
当協会は支援を
継続します！

創業

診断士・税理士
デザイナー他

協会担当者

専門家派遣連携
TEL

訪問

保証協会 金融機関

金融支援で力強くバックアップ
創業される際、さらには創業してからも金融面でサポー
トする保証制度を多数ご用意しております。特に創業
資金については、創業計画策定と同時にお客様に適
した融資組立もあわせて行っているため、創業計画書
完成時点で保証付き融資での資金調達も可能とな
り、“夢”の実現がよりスピードアップします。

創業に関する情報を随時発信
創業者のみなさまや、創業をお考えになられている方々
の不安や悩み事の解消に少しでもお役にたてるよう、
メールマガジンを通じて各種お役立ち情報やイベント・
セミナー情報などの発信を行っております。登録は無
料です。

右のQRコードをご利用いただくか、メール
アドレスを直接入力して、空メールを送信
下さい。
mmadd@cgc-tokushima.or.jp

登録方法

創業前相談

休日・夜間創業相談会

当協会では早い段階からお客様に関与して、
創業計画作成のお手伝いをしています。

平日や日中、お勤めなどで窓口にこられないお客様の
ために、事前予約制で個別相談も行っております。

休日　毎月第3水曜日（ 9：00～12：00）
夜間　毎月第1水曜日（17：00～19：00）

創業の
サポートガイド発行
創業をめざすみなさまに、創業の手
引き・事例集を発行しております。
創業に必要不可欠な創業計画書
の作成手順を詳しく説明するほ
か、先輩創業者の創業事例につ
いても多数ご紹介しております。

女性の方も安心して
相談いただけます
創業推進課のうち2名が女性担当
者となっており、創業を志す女性や
女性経営者にも安心して相談いた
だける環境を整えております。女性
ならではのきめ細かな対応を心掛
け、みなさまのパートナーとしてサ
ポートしていきます。

相談

助言

?

保証協会

店舗

厨房設備

材料

融資

相談

アドバイス


